
【民間の活力を活用できる新たな経営手法に関する制度等】

平成11年 ＰＦＩ法の施行

平成14年 水道法の改正による第三者委託制度の施行

平成15年 地方自治法の改正による公の施設の指定管理者

制度の創設

平成16年 地方独立行政法人法の施行

平成18年 競争の導入による公共サービスの改革に関する

法律の施行

平成23年 ＰＦＩ法改正法の施行 など
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運営形態の多様化
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ＰＦＩ法改正法の概要

平成23年6月にPFI法改正法が公布され、PFIの対象施設が追加されるとともに、
民間事業者の参入意欲を促進するため、民間事業者が行政に対してPFI事業を提
案できる制度の導入や、民間事業者が施設の運営権を取得し、サービス内容等を
設定できる制度の創設など、PFI制度が大きく改正された。

公共施設等運営権（イメージ）PFIの一般的な事業スキーム



『水道事業にお
けるPFI導入検
討の手引き』

『第三者委託実
施の手引き』

各種PFIガイドライン
（内閣府）

指定管理者関連通知
（総務省）

現状と将来像から導入可能性
のある連携形態の選定

具体的手法導入時にお
ける効果や課題の検討

具体的手法の
導入実施

初期検討段階 手法導入段階詳細検討段階

『水道広域化
検討の手引き』

「導入可能性調査」等の実施

参考参
考
と
す
る
各
種
手
引
き

『地域水道
ビジョン』

『水道事業にお
けるアセットマネ
ジメント（資産管
理）に関する手

引き』

『民間活用を含む
水道事業の連携
形態に係る比較
検討の手引き』

初期検討段階
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多様な運営形態の選択に資する各種手引きの策定

＊平成20年6月30日 厚生労働省健康局水道課 事務連絡

＊＊平成19年11月8日 厚生労働省健康局水道課 事務連絡

＊＊＊平成19年11月8日 厚生労働省健康局水道課長通知

＊
＊＊

＊＊＊



｢水道事業におけるＰＦＩ導入検討の手引き｣の改定について

○厚生労働省では、平成25年度内に官民連携関連の
手引きを集約するとともに、コンセッション方式に関す
る記述の追加を予定。

・公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン
・ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン
・契約に関するガイドライン

○内閣府によるガイドライン策定・改正（平成25年6月）

・水道事業におけるＰＦＩ導入検討の手引き（H19.11）
・民間活用を含む水道事業の連携形態に係る比較検討
の手引き（H20.6）
・第三者委託実施の手引き（H23.3改訂）
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厚生労働省ホームページ 分野別の政策「健康」⇒政策情報「水道対策」
⇒関連情報「報告書・手引き等」
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各種報告書・手引き等の活用



「水道分野における官民連携推進協議会」の実施
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水道分野を取り巻く環境が年々厳
しさを増す中で、これらの課題に対
し、官民連携など地域の実情に応じ
た形態により、運営基盤を強化する
ことが不可欠。
平成22年度から、水道事業者等と
民間事業者とのマッチング促進を目
的とした協議会を全国各地で実施。

※本年度の開催状況

▸第１回 札幌市：平成25年 7月24日

▸第２回 東京都：平成25年 9月27日

▸第３回 大津市：平成25年11月15日（予定）

▸第４回 高松市：平成26年 2月13日（予定）

官民グループディスカッション（札幌会場）

官民フリーマッチング（東京会場）


